
お し ら せ
　

市
民
課
で
の
手
続
き

住
民
登
録
（
転
出
手
続
き
）

　

市
民
課
ま
た
は
各
支
所
で
、﹁
転
出

証
明
書
﹂
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

新
住
所
に
転
入
後
、
14
日
以
内
に
転

入
先
の
市
区
町
村
役
場
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

外
国
人
の
住
民
も
、
届
け
出
が
必
要

で
す
。

【
持
参
す
る
も
の
】

▽ 

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
の
確
認
が
で

き
る
も
の

※ 

外
国
人
住
民
の
場
合
は
、
在
留
カ
ー

ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書

　
︵
ま
た
は
外
国
人
登
録
証
明
書
︶

▽
認
め
印

▽
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　
︵
お
持
ち
の
人
の
み
︶

▽
印
鑑
登
録
証

　
︵
登
録
さ
れ
て
い
る
人
の
み
︶

▽
国
民
健
康
保
険
証

　
︵
加
入
さ
れ
て
い
る
人
の
み
︶

※ 

代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要

で
す
。

【
郵
送
に
よ
る
転
出
届
】

▽ 
申
請
者
の
住
所
、
氏
名
、
押
印
、
電

話
番
号
︵
昼
間
の
連
絡
先
︶

▽
異
動
︵
転
出
︶
年
月
日

▽
新
住
所
、
世
帯
主
名

▽
旧
住
所
、
世
帯
主
名

▽
異
動
し
た
人
の
氏
名

※ 

以
上
を
記
入
の
上
、
運
転
免
許
証
な

ど
本
人
確
認
で
き
る
も
の
の
コ
ピ

ー
、
返
信
用
封
筒
︵
宛
先
を
記
入
︶、

80
円
切
手
を
同
封
し
、
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

国
民
年
金

　

転
入
先
で
年
金
手
帳
を
提
示
し
て
、

住
所
変
更
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
課
市
民
係
☎
㉔
１
７
１
０

長
浜
支
所
☎
�
１
１
１
３

肱
川
支
所
☎
㉞
２
３
３
１

河
辺
支
所
☎
㊴
２
１
１
３

　

保
険
環
境
課
で
の
手
続
き

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　

転
出
手
続
き
の
際
に
被
保
険
者
証
を

返
却
し
、
転
入
先
で
新
た
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
給
付
の
受
給
資
格
者
証

　

母
子
家
庭
、
乳
幼
児
、
重
度
心
身
障

害
者
医
療
費
の
受
給
資
格
者
証
は
、
転

出
手
続
き
の
際
に
返
却
し
、
転
入
先
で

新
た
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

保
険
環
境
課
高
齢
者
医
療
係

☎
㉔
２
１
１
１

︵
内
線
１
５
６
・
１
５
７
︶

長
浜
支
所
☎
�
１
１
１
４

肱
川
支
所
☎
㉞
２
３
３
１

河
辺
支
所
☎
㊴
２
１
１
３

　

社
会
福
祉
課
で
の
手
続
き

児
童
手
当

　
﹁
受
給
事
由
消
滅
届
﹂
を
社
会
福
祉

課
子
育
て
支
援
室
ま
た
は
各
支
所
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
転
出
予

定
日
の
翌
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
転
入

先
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

転
入
手
続
き
だ
け
で
は
、
手
当
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

障
が
い
福
祉
関
係

　

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
資
格
証

を
持
っ
て
い
る
人
は
、
転
出
前
に
社
会

福
祉
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

引
っ
越
し
の
準
備
は
お
済
み
で
す
か

　
　
　
　
　
　
　
　

～
市
役
所
で
の
手
続
き
は
お
早
め
に
～
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Information

　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
持
っ
て
い

る
人
は
、
転
入
先
の
福
祉
事
務
所
な
ど

で
住
所
変
更
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
左
記
の
受
給
者
に
つ
い
て
も

同
様
に
、
転
入
先
の
福
祉
事
務
所
で
所

定
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

▽
特
別
障
害
者
手
当
受
給
者

▽
障
害
児
福
祉
手
当
受
給
者

▽
福
祉
手
当
受
給
者

▽
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
加
入
者

▽ 

自
立
支
援
医
療
費
︵
精
神
通
院
、
更

生
医
療
︶
受
給
者
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
先
】

社
会
福
祉
課
子
育
て
支
援
室

︵
児
童
手
当
︶
☎
㉔
５
７
１
８

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

︵
障
が
い
福
祉
︶
☎
㉔
２
１
１
１

︵
内
線
１
６
１
・
１
７
２
・
１
７
３
︶

長
浜
支
所
☎
�
１
１
１
３

肱
川
支
所
☎
㉞
２
３
４
７

河
辺
支
所
☎
㊴
２
１
１
３

　

高
齢
福
祉
課
で
の
手
続
き

介
護
保
険
被
保
険
者
証

　

65
歳
以
上
の
人
、
ま
た
は
40
歳
～
64

歳
の
人
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人
は
、
転
出
手
続
き
の
際
に
被
保
険
者

証
を
返
却
し
、
転
入
先
で
新
た
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
管
理
係

☎
㉔
２
１
１
１

︵
内
線
１
６
７
・
１
６
６
︶

長
浜
支
所
☎
�
１
１
１
４

肱
川
支
所
☎
㉞
２
３
４
７

河
辺
支
所
☎
㊴
２
１
１
３

　

教
育
委
員
会
で
の
手
続
き

小
・
中
学
校
の
転
校
手
続
き

　

転
出
手
続
き
な
ど
が
済
み
次
第
、
学

校
教
育
課
ま
た
は
各
公
民
館
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　

市
外
の
小
・
中
学
校
に
転
校
す
る
場

合
、﹁
在
学
証
明
証
﹂
な
ど
の
書
類
を

転
入
先
の
学
校
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
㉔
１
７
３
３

長
浜
公
民
館
☎
�
１
１
３
８

肱
川
公
民
館
☎
㉞
２
３
０
７

河
辺
公
民
館
☎
㊴
２
５
５
１

　

水
道
課
で
の
手
続
き

転
居
す
る
場
合

　

引
っ
越
し
な
ど
で
上
下
水
道
の
使
用

を
中
止
す
る
場
合
、
検
針
日
か
ら
転
居

ま
で
の
料
金
は
、
転
居
後
の
請
求
と
な

り
ま
す
。

　

検
針
日
か
ら
の
経
過
日
数
に
よ
っ
て

は
、
転
居
後
２
か
月
分
の
請
求
に
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

上
下
水
道
の
使
用
を
中
止
す
る
場
合

は
、
４
～
５
日
前
ま
で
に
水
道
課
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

新
し
く
使
用
す
る
場
合

　

引
っ
越
し
や
新
築
な
ど
で
、
新
し
く

上
下
水
道
の
使
用
を
開
始
す
る
場
合
、

使
用
す
る
１
週
間
前
に
は
、
必
ず
水
道

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

︵
３
月
～
４
月
は
特
に
混
み
合
う
た
め
、

早
め
の
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。︶

※ 
連
絡
が
な
い
場
合
、
水
を
使
用
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

水
道
課
☎
㉔
３
７
５
３

水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

～
上
下
水
道
料
金
の
支
払
い
は

便
利
な
口
座
振
替
で
～

　

金
融
機
関
や
窓
口
で
の
毎
月
の

支
払
い
が
難
し
い
人
は
、
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
、
取

り
引
き
の
あ
る
金
融
機
関
で
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

～
水
道
メ
ー
タ
ー
で

自
宅
の
水
漏
れ
が
確
認
で
き
ま
す
～

　

家
屋
に
取
り
付
け
て
あ
る
水
道

の
蛇
口
な
ど
を
全
部
閉
め
た
状
態

で
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ

ト
︵
写
真
参
照
︶
が
回
っ
て
い
れ

ば
、
宅
内
で
水
漏
れ
の
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

水
漏
れ
を
発
見
し
た
ら
、
早
急

に
大
洲
市
指
定
の
給
水
装
置
工
事

事
業
者
に
修
繕
の
依
頼
を
し
て
く

だ
さ
い
。

パイロット
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【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
課
市
民
係
☎
㉔
１
７
１
０

長
浜
支
所
☎
�
１
１
１
３

肱
川
支
所
☎
㉞
２
３
３
１

河
辺
支
所
☎
㊴
２
１
１
３

　

３
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の
１
週

間
、
全
国
一
斉
に
﹁
春
季
全
国
火
災
予

防
運
動
﹂
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す

い
季
節
に
併
せ
て
、
火
災
の
発
生
や
火

災
に
よ
る
死
傷
者
を
減
ら
す
こ
と
を
目

的
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

普
段
か
ら
火
の
取
り
扱
い
や
後
始
末

に
は
十
分
注
意
を
払
い
、
火
災
予
防
に

対
す
る
防
火
意
識
を
高
め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
住
宅
火
災
に
よ
る
死
傷
者
の

低
減
や
被
害
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
、
維
持
管

理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。　

　

消
防
署
で
は
、
火
災
予
防
運
動
期
間

中
に
、
ご
家
庭
へ
の
防
火
訪
問
や
広
報

活
動
な
ど
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
火
の
用
心
七
つ
の
ポ
イ
ン
ト
】

▽ 

家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
物
を
置
か

な
い
。

▽ 

天
ぷ
ら
を
揚
げ
る
時
は
そ
の
場
を
離

れ
な
い
。

▽ 

子
ど
も
に
は
マ
ッ
チ
や
ラ
イ
タ
ー
で

遊
ば
せ
な
い
。

▽ 

ス
ト
ー
ブ
に
は
燃
え
や
す
い
も
の
を

近
づ
け
な
い
。

▽ 

寝
た
ば
こ
や
、
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て

を
し
な
い
。

▽
風
の
強
い
時
は
た
き
火
を
し
な
い
。

▽ 

電
気
器
具
は
正
し
く
使
い
、
た
こ
足

配
線
は
し
な
い
。

　

毎
年
恒
例
の﹁
チ
ャ
リ
テ
ィ
バ
ザ
ー
﹂

を
下
記
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ

お し ら せ

無料法律相談
時　 3 月21日㈭
　　午後 2 時～ ４ 時30分
場　大洲商工会館　※要電話予約
問　大洲商工会議所　☎2４－４111
市民法律相談
時　 3 月16日㈯
　　午前10時～午後 ４ 時
場　大洲市民会館　※要電話予約
問　市役所総務課行政係
　　☎2４－172４
年金出張相談
大洲地域
時　 3 月 5 日㈫ ･ 15日㈮ ･ 27日㈬
　　午前10時～午後 3 時30分
場　大洲市総合福祉センター
長浜地域
時　 3 月12日㈫
　　午前10時～午後 3 時30分
場　長浜町商工会
問　松山西年金事務所
　　☎0８9－925－5105
人権相談
大洲地域
時　 3 月19日㈫　午前10時～正午
場　人権啓発課（旧図書館 2 階）
時　 3 月15日㈮　午前10時～正午
場　新谷公民館
肱川地域
時　 3 月15日㈮　午前10時～正午
場　肱川公民館
問　急ぐときは法務局大洲支局　
　　☎0570－003－110
    市役所人権啓発課
  　☎2４－17４6
行政相談（総務省）
大洲地域
時　 3 月21日㈭　午前 9 時～正午
場　市役所 1 階会議室
問　市役所総務課行政係
　　☎2４－172４
長浜地域
時　 3 月22日㈮　午後 1 時～ ４ 時
場　長浜体育館 1 階会議室
問　長浜支所　☎52－1111
肱川地域
時　 3 月 5 日㈫
　　午後 1 時30分～ ４ 時30分
場　肱川公民館 2 階青年室
問　肱川支所　☎3４－2320
河辺地域
時　 3 月11日㈪　午前10時～正午
場　河辺老人福祉センター
問　河辺支所　☎39－2112

不動産無料相談
時　 3 月15日㈮
　　午前10時～午後 ４ 時
場　宅建協会大洲地区連絡協議会
問　ビアスプランニング㈱
　　☎25－17４7

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
み

な
さ
ん
が
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
、

平
成
25
年
３
月
末
に
有
効
期
限
切
れ
と

な
り
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
３
月
末
に
簡
易

書
留
郵
便
で
各
世
帯
に
送
付
し
ま
す
。

有
効
期
限
の
切
れ
た
保
険
証
は
、
細
か

く
裁
断
し
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。
も
し

く
は
市
民
課
、
各
支
所
ま
た
は
各
連
絡

所
で
返
却
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

４
月
以
降
も
遠
隔
地
の
保
険
証
が
必

要
な
人
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

【
届
け
出
に
必
要
な
も
の
】

▽
今
回
送
付
す
る
保
険
証

▽
本
人
確
認
書
類

　
︵
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
︶

▽
認
め
印

▽
在
学
証
明
書
︵
学
生
の
場
合
︶

▽
在
所
証
明
書
︵
施
設
の
場
合
︶

※ 

平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
に
発
行
さ

れ
た
も
の

ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
会
員
一
同
、
心

よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
日　

時
】
３
月
24
日
㈰

午
前
10
時
～
午
後
３
時

︵
掘
り
出
し
市
は
午
前
11
時
～
︶

【
場　

所
】

大
洲
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

４
階
多
目
的
ホ
ー
ル

【
内　

容
】

コ
ー
ヒ
ー
コ
ー
ナ
ー
、
大
洲
商
店
会
連

合
会
コ
ー
ナ
ー
、委
託
販
売
コ
ー
ナ
ー
、

手
作
り
コ
ー
ナ
ー
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
先
】

国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
大
洲

☎
㉓
５
５
７
８

　

��

国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
大
洲

　

��

第
17
回
チ
ャ
リ
テ
ィ
バ
ザ
ー

　
��

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
の
更
新
に
つ
い
て

　
大
洲
消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
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